
議案第８１号  

   川崎市消防手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 川崎市消防手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

平成３０年 ２ 月２２日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

   川崎市消防手数料条例の一部を改正する条例 

川崎市消防手数料条例（平成１２年川崎市条例第３４号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条中「（昭和２５年通商産業省令第８８号）」の次に「、高圧ガス保安

法（昭和２６年法律第２０４号）、高圧ガス保安法施行令（平成９年政令第２

０号）」を加える。 

別表２の項中「５３０，０００円」を「５７０，０００円」に、「８３０，

０００円」を「８８０，０００円」に、「１，０１０，０００円」を「１，０

７０，０００円」に、「１，１２０，０００円」を「１，２００，０００円」

に、「１，４２０，０００円」を「１，５２０，０００円」に、「１，６６０，

０００円」を「１，７８０，０００円」に、「３，８８０，０００円」を「４，

０７０，０００円」に、「５，１００，０００円」を「５，３４０，０００円」

に、「６，２９０，０００円」を「６，４９０，０００円」に、「１，１３０，

０００円」を「１，１８０，０００円」に、「１，３４０，０００円」を「１，

４１０，０００円」に、「１，５００，０００円」を「１，５８０，０００円」

に、「１，８３０，０００円」を「１，９４０，０００円」に、「２，１４０，

０００円」を「２，２６０，０００円」に、「４，３５０，０００円」を「４，

５５０，０００円」に、「５，５７０，０００円」を「５，８２０，０００円」

に、「６，７７０，０００円」を「７，０７０，０００円」に、「５，７５０，



０００円」を「５，９３０，０００円」に、「７，２５０，０００円」を「７，

４７０，０００円」に、「１０，７００，０００円」を「１０，９００，００

０円」に改め、同表７の項中「４１０，０００円」を「４２０，０００円」に、

「５４０，０００円」を「５６０，０００円」に、「７００，０００円」を「７

３０，０００円」に、「９２０，０００円」を「９６０，０００円」に、「１，

０４０，０００円」を「１，０９０，０００円」に、「１，６００，０００円」

を「１，６６０，０００円」に、「１，８２０，０００円」を「１，９００，

０００円」に、「２，０３０，０００円」を「２，１２０，０００円」に、「４

９０，０００円」を「５３０，０００円」に、「６３０，０００円」を「６８

０，０００円」に、「９９０，０００円」を「１，０３０，０００円」に、「１，

３１０，０００円」を「１，４１０，０００円」に、「１，７２０，０００円」

を「１，７８０，０００円」に、「３，３２０，０００円」を「３，４３０，

０００円」に、「４，０６０，０００円」を「４，１９０，０００円」に、「４，

６５０，０００円」を「４，８００，０００円」に、「９，１００，０００円」

を「９，３２０，０００円」に、「１２，４００，０００円」を「１２，６０

０，０００円」に、「１７，０００，０００円」を「１７，３００，０００円」

に改め、同表９の項中「３１０，０００円」を「３２０，０００円」に、「４

３０，０００円」を「４６０，０００円」に、「７２０，０００円」を「７５

０，０００円」に、「９６０，０００円」を「１，０２０，０００円」に、「１，

２１０，０００円」を「１，３００，０００円」に、「２，９５０，０００円」

を「３，１５０，０００円」に、「３，６２０，０００円」を「３，８７０，

０００円」に、「４，１７０，０００円」を「４，４６０，０００円」に、「２，

６６０，０００円」を「２，６９０，０００円」に、「３，１９０，０００円」

を「３，２３０，０００円」に、「４，７９０，０００円」を「４，８３０，

０００円」に改め、同表中２４の項を３６の項とし、２１の項から２３の項ま

でを１２項ずつ繰り下げ、２０の項の次に次のように加える。  

21 高圧ガス保安法第５条第１項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対



する審査 

 高圧ガス保安法第５条第１項第１号に該当する者（移動式製造設備（高圧ガスの

製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下同じ。）

のみを使用して高圧ガスの製造をする者を除く。） 

  処理容積（圧縮、液化その他の方法で１日に処理

することができるガスの容積をいう。以下同じ。）

が100立方メートル以上200立方メートル未満の設

備 １件につき   31,000円 

  処理容積が200立方メートル以上1,000立方メート

ル未満の設備 １件につき   54,000円 

  処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メー

トル未満の設備 １件につき   68,000円 

処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メー

トル未満の設備 １件につき   86,000円 

処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メ

ートル未満の設備 １件につき   110,000円 

  処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方

メートル未満の設備 １件につき   140,000円 

  処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立

方メートル未満の設備 １件につき   220,000円 

  処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,00 

0立方メートル未満の設備 １件につき   340,000円 

  処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 １件につき   560,000円 

 高圧ガス保安法第５条第１項第１号に該当する者であって移動式製造設備のみを

使用して高圧ガスの製造をするもの 

  処理容積が100立方メートル以上200立方メートル

未満の設備 １件につき    7,400円 



  処理容積が200立方メートル以上1,000立方メート

ル未満の設備 １件につき   11,000円 

  処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メー

トル未満の設備 １件につき   13,000円 

処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メー

トル未満の設備 １件につき   16,000円 

処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メ

ートル未満の設備 １件につき   21,000円 

  処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方

メートル未満の設備 １件につき   27,000円 

  処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立

方メートル未満の設備 １件につき   44,000円 

  処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000

立方メートル未満の設備 １件につき   60,000円 

  処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,00 

0立方メートル未満の設備 １件につき   75,000円 

  処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 １件につき   91,000円 

 高圧ガス保安法第５条第１項第２号に該当する者 

  冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 １件につき   36,000円 

  冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 １件につき   54,000円 

  冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 １件につき   68,000円 

  冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 １件につき   87,000円 

  冷凍能力が3,000トン以上の設備 １件につき   110,000円 

22 高圧ガス保安法第14条第１項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位

置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造

の方法の変更の許可の申請に対する審査 

 高圧ガス保安法第５条第１項第１号に該当する同項の許可を受けた者（移動式製



造設備のみを使用して高圧ガスの製造をする者を除く。） 

  変更後の処理容積が変更前の処理容積（当該変更

が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設

備に代えて新たに設備を設置するものである場合

にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する

設備に係る処理容積を控除した容積。以下同じ。）

に比して200立方メートル未満増加する場合 １件につき   26,000円 

  変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して20 

0立方メートル以上1,000立方メートル未満増加す

る場合 １件につき   39,000円 

  変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1, 

000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加

する場合 １件につき   57,000円 

  変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5, 

000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加

する場合 １件につき   61,000円 

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,

000立方メートル以上100,000立方メートル未満増

加する場合 １件につき   69,000円 

  変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10 

0,000立方メートル以上500，000立方メートル未満

増加する場合 １件につき   93,000円 

  変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50 

0,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未

満増加する場合 １件につき   150,000円 

  変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1, 

000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル １件につき   220,000円 



未満増加する場合 

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,

000,000立方メートル以上増加する場合 １件につき   370,000円 

  その他の場合 １件につき   16,000円 

 高圧ガス保安法第５条第１項第１号に該当する同項の許可を受けた者であって移

動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 

  変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して20 

0立方メートル未満増加する場合 １件につき    5,100円 

  変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して20 

0立方メートル以上1,000立方メートル未満増加す

る場合 １件につき    8,200円 

  変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1, 

000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加

する場合 １件につき    9,200円 

  変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5, 

000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加

する場合 １件につき   12,000円 

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,

000立方メートル以上100,000立方メートル未満増

加する場合 １件につき   14,000円 

  変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10 

0,000立方メートル以上500,000立方メートル未満

増加する場合 １件につき   18,000円 

  変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50 

0,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未

満増加する場合 １件につき   31,000円 

  変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1, １件につき   44,000円 



000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル

未満増加する場合 

  変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5, 

000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル

未満増加する場合 １件につき   53,000円 

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,

000,000立方メートル以上増加する場合 １件につき   65,000円 

  その他の場合 １件につき    3,200円 

 高圧ガス保安法第５条第１項第２号に該当する同項の許可を受けた者 

  変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力（当該変更

が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設

備に代えて新たに設備を設置するものである場合

にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する

設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下同じ。）

に比して100トン未満増加する場合 １件につき   30,000円 

  変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して10 

0トン以上300トン未満増加する場合 １件につき   38,000円 

  変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して30 

0トン以上1,000トン未満増加する場合 １件につき   55,000円 

  変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1, 

000トン以上3,000トン未満増加する場合 １件につき   62,000円 

  変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して3, 

000トン以上増加する場合 １件につき   69,000円 

  その他の場合 １件につき   16,000円 

23 高圧ガス保安法第16条第１項の規定に基づく高圧

ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 １件につき   25,000円 

24 高圧ガス保安法第19条第１項の規定に基づく第１種貯蔵所の位置、構造又は設



備の変更の工事の許可の申請に対する審査 

 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加

する場合 １件につき   14,000円 

 その他の場合 １件につき   11,000円 

25 高圧ガス保安法第20条第１項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設又は

第１種貯蔵所の完成検査 

 高圧ガスの製造のための施設 １件につき 21の項に定め

る区分に応じ、それぞれ当

該手数料の金額の４分の３

に相当する金額（高圧ガス

保安法第５条第１項の許可

に係る液化石油ガスの製造

のための施設であって、液

化石油ガスの保安の確保及

び取引の適正化に関する法

律（昭和42年法律第149号）

第37条の３第１項の完成検

査を受け、同法第37条の技

術上の基準に適合している

と認められたものの完成検

査にあっては、6,100円） 

 第１種貯蔵所 １件につき   18,750円 

26 高圧ガス保安法第20条第３項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設又は

第１種貯蔵所の完成検査 

 高圧ガスの製造のための施設 １件につき 22の項に定め

る区分に応じ、それぞれ当

該手数料の金額の４分の３



に相当する金額（高圧ガス

保安法第14条第１項の許可

に係る液化石油ガスの製造

のための施設であって、液

化石油ガスの保安の確保及

び取引の適正化に関する法

律第37条の３第１項の完成

検査を受け、同法第37条の

技術上の基準に適合してい

ると認められたものの完成

検査にあっては、6,100円）

 第１種貯蔵所 １件につき 24の項に定め

る区分に応じ、それぞれ当

該手数料の金額の４分の３

に相当する金額 

27 高圧ガス保安法第22条第１項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器

の検査 

容積300立方メートル未満（液化ガスにあっては、質

量３トン未満）の高圧ガス １件につき   13,000円 

容積300立方メートル以上1,000立方メートル未満（液

化ガスにあっては、質量３トン以上10トン未満）の

高圧ガス １件につき   21,000円 

容積1,000立方メートル以上（液化ガスにあっては、

質量10トン以上）の高圧ガス １件につき   27,000円 

28 高圧ガス保安法第35条第１項の規定に基づく特定施設の保安検査 

 高圧ガス保安法第５条第１項第１号に該当する同項の許可を受けた者（移動式製

造設備のみを使用して高圧ガスの製造をする者を除く。） 



  処理容積が100立方メートル以上200立方メートル

未満の設備 １件につき    33,000円 

  処理容積が200立方メートル以上1,000立方メート

ル未満の設備 １件につき    60,000円 

  処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メー

トル未満の設備 １件につき    75,000円 

  処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メ

ートル未満の設備 １件につき    95,000円 

  処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方

メートル未満の設備 １件につき   120,000円 

  処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方

メートル未満の設備 １件につき   150,000円 

  処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立

方メートル未満の設備 １件につき   250,000円 

  処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,00 

0立方メートル未満の設備 １件につき   370,000円 

  処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 １件につき   610,000円 

 高圧ガス保安法第５条第１項第１号に該当する同項の許可を受けた者であって移

動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 

  処理容積が100立方メートル以上200立方メートル

未満の設備 １件につき     7,700円 

  処理容積が200立方メートル以上1,000立方メート

ル未満の設備 １件につき    12,000円 

  処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メー

トル未満の設備 １件につき    15,000円 

処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メー

トル未満の設備 １件につき    20,000円 



処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メ

ートル未満の設備 １件につき    22,000円 

  処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方

メートル未満の設備 １件につき    31,000円 

  処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立

方メートル未満の設備 １件につき    47,000円 

  処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000

立方メートル未満の設備 １件につき    64,000円 

  処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,00 

0立方メートル未満の設備 １件につき    80,000円 

  処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 １件につき    95,000円 

 高圧ガス保安法第５条第１項第２号に該当する同項の許可を受けた者 

  冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 １件につき    42,000円 

  冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 １件につき    60,000円 

  冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 １件につき    76,000円 

  冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 １件につき    95,000円 

  冷凍能力が3,000トン以上の設備 １件につき   120,000円 

29 高圧ガス保安法施行令第18条第２項第３号の規定に基づく高圧ガス保安法第44

条第１項に規定する容器検査又は同令第18条第２項第４号の規定に基づく同法第

49条第１項に規定する容器再検査 

 温度零下50度以下の液化ガスを充填するための容器 

  内容積500リットル未満のもの １個につき     6,600円 

  内容積500リットル以上1,000リットル未満のもの １個につき    16,000円 

  内容積1,000リットル以上のもの １個につき 16,000円に1, 

000リットル又は1,000リッ

トルに満たない端数を増す

ごとに1,600円を加えた金



額 

 繊維強化プラスチック複合容器又は圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器（温度零

下50度以下の液化ガスを充填するための容器を除く。） 

  内容積１リットル未満のもの １個につき      150円 

  内容積１リットル以上５リットル未満のもの １個につき      160円 

  内容積５リットル以上30リットル未満のもの １個につき      260円 

  内容積30リットル以上150リットル未満のもの １個につき      320円 

  内容積150リットル以上のもの １個につき 320円に10リッ

トル又は10リットルに満た

ない端数を増すごとに57円

を加えた金額 

 高強度鋼容器（温度零下50度以下の液化ガスを充填するための容器、繊維強化プ

ラスチック複合容器又は圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器を除く。） 

  内容積１リットル未満のもの １個につき      140円 

  内容積１リットル以上５リットル未満のもの １個につき      160円 

  内容積５リットル以上30リットル未満のもの １個につき      210円 

  内容積30リットル以上のもの １個につき 210円に10リッ

トル又は10リットルに満た

ない端数を増すごとに３円

を加えた金額 

 その他の容器 

  内容積１リットル未満のもの １個につき      80円 

  内容積１リットル以上５リットル未満のもの １個につき     110円 

  内容積５リットル以上30リットル未満のもの １個につき     170円 

  内容積30リットル以上150リットル未満のもの １個につき     210円 

  内容積150リットル以上500リットル未満のもの １個につき     800円 

  内容積500リットル以上1,000リットル未満のもの １個につき    7,100円 



  内容積1,000リットル以上のもの １個につき 7,100円に1,0 

00リットル又は1,000リット

ルに満たない端数を増すご

とに380円を加えた金額 

30 高圧ガス保安法施行令第18条第２項第６号の規定に基づく高圧ガス保安法第49

条の２第１項に規定する附属品検査又は同令第18条第２項第７号の規定に基づく

同法第49条の４第１項に規定する附属品再検査 

 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水

素運送自動車用容器に装置される附属品 

  内容積150リットル未満の容器 １個につき      24円 

  内容積150リットル以上の容器 １個につき      31円 

 その他の容器に装置される附属品 

  内容積500リットル未満の容器 １個につき      21円 

  内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器 １個につき     540円 

  内容積1,000リットル以上の容器 １個につき    1,100円 

31 高圧ガス保安法施行令第18条第２項第８号の規定

に基づく高圧ガス保安法第50条第３項に規定する容

器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査 １件につき    16,000円 

32 高圧ガス保安法施行令第18条第２項第３号の規定

に基づく高圧ガス保安法第54条第２項に規定する容

器に充填する高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る

刻印等 １件につき    1,400円 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から



適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。 

参考資料 

   制 定 要 旨 

 高圧ガス保安法の一部改正に伴い、高圧ガスの製造の許可の申請等に係る手

数料を新設し、及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴

い、貯蔵所の設置の許可の申請等に係る手数料の額を改定するため、この条例

を制定するものである。 


